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Ⅰ 申請概要 

 

 

 

１ 申請者 

基礎的電気通信役務支援機関 社団法人電気通信事業者協会(会長 三浦 惺) 

（以下「支援機関」という。） 

 

 

２ 申請年月日 

平成19年10月９日（火） 

 

 

３ 概要 

支援機関が 

(1) 電気通信事業法（以下「法」という。）第109条第１項の規定に基づき、適格

電気通信事業者である東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」という。）

及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。）に対する交付金

の額及び交付方法の認可 

   (2) 法第 110 条第２項の規定に基づき、負担金を納付すべき各接続電気通信事業

者等の負担金の額及び徴収方法の認可    

  を受けようとするもの。 
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Ⅱ ユニバーサルサービス制度の概要 

 

１ ユニバーサルサービスとは 

   国民生活に不可欠であるため、あまねく日本全国における提供が確保されるべきサー

ビス（電気通信事業法第７条、電気通信事業法施行規則第14条） 

 

(1) 加入電話 

   ・加入者回線アクセス（基本料） 

 【加入者回線のうち高コスト側上位4.9％に属する回線について、長期増分費用 

   モデルで算出した回線費用と「全国平均費用＋標準偏差の２倍」の差額】 

 

(2) 第一種公衆電話 

   戸外における最低限の通信手段を確保する観点から市街地においてはおおむね

500m四方に１台、それ以外の地域においてはおおむね１km四方に１台の基準により設

置される公衆電話 

    【「原価－収益」の収支差額】 

 

(3) 緊急通報（警察110番、消防119番、海上保安庁118番） 

    ・加入電話から発信されるもの 

     【加入者回線のうち高コスト側上位4.9％に属する回線に対応した緊急通報繋ぎ 

      こみ回線に係る原価】 

    ・第一種公衆電話から発信されるもの 

     【「原価－収益」の収支差額】 

 

２ 申請に関する項目 

 （１） 負担金 

① 負担金の額 

ア 負担金に関連する費用 

(i)補てん対象額 

  ・ ＮＴＴ東西の加入者回線アクセス、第一種公衆電話、緊急通報について、 

   法令で定められた方法により算定された額。 

(ii)支援業務費 

  ・ 支援機関が負担金の徴収、交付金の交付等のために要する費用。 

  イ 番号単価 

    ・ 補てん対象額に支援業務費を加えた額を負担事業者の総稼働電気通信番 

       号数で除して、月当たりの額（＝合算番号単価）を算出。その上で、合算番 

       号単価をＮＴＴ東西各々の補てん対象額の割合で案分して得られた額。 
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    ウ 負担事業者 

      ・ 前年度の電気通信事業収益が10億円を超え、かつ、平成19年度に総務大臣 

       から指定を受けた電気通信番号を最終利用者に付与している電気通信事業 

       者。  

    エ 負担金の額 

      ・ 番号単価に毎月の各負担事業者の稼働電気通信番号数を乗じて算出した額 

       等。 

② 徴収方法 

  ・ 支援機関が、負担事業者から負担金を徴収する方法。  

 

（２） 交付金 

① 交付金の額 

    ・ 補てん対象額からＮＴＴ東西の算定自己負担額を控除して得られた額。 

② 交付方法 

    ・ 支援機関が、適格電気通信事業者に交付金を交付する方法。 

 

適格電気通信事業者
（ＮＴＴ東日本・西日本）

基礎的電気通信役務
支援機関

（社）電気通信事業者協会

接続電気通信事業者等
（ＮＴＴ東日本・西日本を含む）

５３社

総務大臣

負担金 交付金

申

請

認

可

 

【参考】 本制度における資金の流れ 

（※平成19 年９月末現在） 

（※） 
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Ⅲ 負担金の額及び徴収方法 

１ 負担金の額  

 (1)補てん対象額 

 

 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 ＮＴＴ東西合計 

加入電話に係る加入者回線

（基本料） 
5,769,578,862円 3,473,498,716円 9,243,077,578円 

加入電話に係る緊急通報 45,464,852円 27,771,595円 73,236,447円 

第一種公衆電話に係るもの 2,150,610,162円 2,093,891,417円 4,244,501,579円 

合 計 7,965,653,876円 5,595,161,728円 13,560,815,604円 

 

 

 (2)支援業務費 

 

① 算定方法 

支援機関の運営に必要な人員に係る人件費、複写経費・備品借料等に係る物件費

及びユニバーサルサービス制度の周知に必要な新聞広告・パンフレット作成・コー

ルセンタ委託等の支援業務に係る費用から、前期の繰越収支差額を減額して算出。 

 

② 算定結果 

区  分 金 額 

(a)人件費 25,401,000円 

(b)物件費等 12,390,000円 

(ｱ)支援機関の運

営費用 

(c)小計 37,791,000円 

(a)新聞広告・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成費等 24,520,000円 

(b)コールセンタ委託費 12,190,000円 

(ｲ)周知費用 

(c)小計 36,710,000円 

(ｳ)合計（＝当年度費用額） 74,501,000円 

 

区  分 金 額 

(a)当年度費用額 74,501,000円 

(b)前期繰越収支差額 7,563,105円 

(c)支援業務費〔＝(a)－(b)〕 66,937,895円 
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 (3)番号単価 

 

（ＮＴＴ東日本・西日本の補てん対象額の合計額 

＋支援機関の支援業務に係る費用の額） 
①合算番号単価 ＝ 

平成19年6月末の算定対象電気通信番号の総数 

 

÷12月 

（13,560,815,604円＋66,937,895円) 
＝  

183,207,518番号 
÷12月 

 
≒ 6.1986873536円 

 
⇒ ６円（整数未満四捨五入） 

 

 

ＮＴＴ東日本の補てん対象額 ②ＮＴＴ東日本

に係る番号単価
＝ 合算番号単価 × 

ＮＴＴ東日本・西日本の補てん対象額の合計額

 7,965,653,876円 
＝ ６円     × 

13,560,815,604円 

 

         ≒ 3.52441362円（小数点以下８位未満四捨五入） 

 

ＮＴＴ西日本の補てん対象額 ③ＮＴＴ西日本

に係る番号単価
＝ 合算番号単価 × 

ＮＴＴ東日本・西日本の補てん対象額の合計額

 5,595,161,728円 
＝６円      × 

13,560,815,604円 

 

     ≒ 2.47558638円（小数点以下８位未満四捨五入） 

 

   ※ 上記番号単価は、平成 20 年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適

用。平成 20 年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価に

ついては、算定対象電気通信番号の総数の増減の見込み等を勘案して見直しを行

う予定。 
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 (4)負担事業者 

ア 接続電気通信事業者等（前年度の電気通信事業収益が10億円超） 

イ 平成 19 年度に当該電気通信事業者が総務大臣から指定を受けた電気通信番号（基

礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」とい

う。）別表第11に掲げるものに限る。）を最終利用者に付与していること 

 

  事業者名（53社、五十音順） 

1 アイテック阪急阪神（株） 28 ＫＶＨ（株） 

2 アットネットホーム（株） 29 （株）ケイ・オプティコム 

3 ｲｯﾂ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（株） 30 （株）シーテック 

4 （株）ウィルコム 31 （株）ジェイコム関西 

5 （株）ＳＴＮｅｔ 32 （株）ジェイコム関東 

6 （株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ ｴﾑｲｰ 33 （株）ジェイコム北九州 

7 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（株） 34 （株）ジェイコムさいたま 

8 （株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ・ﾄﾞｺﾓ 35 （株）ジェイコム湘南 

9 （株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ・ﾄﾞｺﾓ関西 36 （株）ジェイコム千葉 

10 （株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ・ﾄﾞｺﾓ九州 37 （株）ジェイコム東京 

11 （株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ・ﾄﾞｺﾓ四国 38 ジャパンケーブルネット（株） 

12 （株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ・ﾄﾞｺﾓ中国 39 （株）ＺＴＶ 

13 （株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ・ﾄﾞｺﾓ東海 40 ソフトバンクテレコム（株） 

14 （株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ・ﾄﾞｺﾓ東北 41 ソフトバンクＢＢ（株） 

15 （株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ・ﾄﾞｺﾓ北陸 42 ソフトバンクモバイル（株） 

16 （株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ・ﾄﾞｺﾓ北海道 43 中部テレコミュニケーション（株） 

17 （株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ ﾈｵﾒｲﾄ 44 土浦ケーブルテレビ（株） 

18 （株）ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨﾋﾟｰ･ｼｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 45 東北インテリジェント通信（株） 

19 （株）ｴﾈﾙｷﾞｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 46 （株）長野県協同電算 

20 沖縄セルラー電話（株） 47 西日本電信電話（株） 

21 関西マルチメディアサービス（株） 48 東日本電信電話（株） 

22 九州通信ネットワーク（株） 49 福岡ケーブルネットワーク（株） 

23 （株）ケーブルネット神戸芦屋 50 フュージョン・コミュニケーションズ（株）

24 （株）ケーブルネット下関 51 （株）ぷららネットワークス 

25 （株）ケーブルビジョン２１ 52 北摂ケーブルネット（株） 

26 ＫＤＤＩ（株） 53 （株）ＵＣＯＭ 

27 ＫＭＮ（株） 
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 (5)各接続電気通信事業者等の負担金の額 

 

① ＮＴＴ東日本に係るもの 

接続電気通信事業者等の負担金の額＝(a)＋(b)＋(c) 

 

(a) 平成20年1月末～最終算定月の前月（平成20年11月予定）の月末の算定対象

電気通信番号の数で算定する負担金の額 

＝ ＮＴＴ東日本に係る番号単価（3.52441362円/月・番号） 

× 当該接続電気通信事業者等の各月末（平成20年1月末～最終算定月の前

月（平成20年11月予定）の月末）の算定対象電気通信番号の数の合計額 

   ※ 3.52441362 円は、平成20年 1月～6月の各月末の算定対象電気通信番号に適

用。平成 20 年 7 月以降適用する番号単価については、算定対象電気通信番号の

総数の増減の見込み等を勘案して見直しを行う予定。 

 

 

(b) 当該接続電気通信事業者等の最終算定月（平成 20 年 12 月予定）の月末の算定

対象電気通信番号の数で算定する負担金の額 

＝ {ⓐ － ⓑ － ○ｃ － ○ｄ － ○ｅ} × ○ｆ 

 

  7,965,653,876 ＋ 66,937,895 × 7,965,653,876 ÷ 13,560,815,604 

 

接続電気通信事業者等の最終算定月の前月（平成20 年11 月予定）までの算定

対象電気通信番号の数で算定したＮＴＴ東日本に係る負担金額の累計額 

 

ＮＴＴ東日本の最終算定月の前月（平成20 年11 月予定）までの算定電気通信番

号数で算定した算定自己負担額の累計額 

 

接続電気通信事業者等の前年度の最終算定月の番号単価に同月の算定対象

電気通信番号の数を乗じて得た額から前年度の認可に係る負担金の額を満た

すために必要な額を控除してもなお残る額の累計額 

 

ＮＴＴ東日本の前年度の最終算定月の番号単価に同月の算定対象電気通信番

号の数を乗じて得た額からＮＴＴ東日本の前年度の最終算定月の算定自己負担

額を控除してもなお残る額 

 

 

 

 

ＮＴＴ東日本の補
てん対象額＋案
分した支援業務費 

・・ⓐ 

・・ⓑ 最終算定月前月までに
算定した「全接続電気
通信事業者等の負担
額」の累計額 

・・○ｃ  

「全接続電気通信事
業者等の前年度残余
額」の総額 

・・○ｄ  

最終算定月前月までに
算定したＮＴＴ東日本の
「算定自己負担額」の累
計額 

・・○ｅ  

ＮＴＴ東日本の「算定
自己負担額」におけ
る前年度残余額に相
当する額 
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当該接続電気通信事業者等の最終算定月（平成20年12月予定）の算定対象電

気通信番号の数 

÷ 最終算定月（平成20年12月予定）の算定対象電気通信番号の総数（自ら

交付金の交付を受ける適格電気通信事業者の算定対象電気通信番号

の数を含む） 

各事業者の最終算
定月の番号数の割
合 ・・○ｆ  

 

 

(c) 当該接続電気通信事業者等の前年度残余額 ＝  ○ｇ － ○ｈ 

 

当該接続電気通信事業者等の前年度の最終算定月（平成19年12月予定）の番

号単価 

  × 当該接続電気通信事業者等の前年度の最終算定月（平成 19 年 12 月予

定）の算定対象電気通信番号の数 

前年度の最終算
定月の番号単価
に同月の番号数を
乗じて得た額 

・・○ｇ  

 

 

 7,579,243,093 ＋ 123,536,000 × 7,579,243,093 ÷ 15,177,941,715 

  － 接続電気通信事業者等の前年度の最終算定月の前月（平成 19 年 11 月

予定）までの算定対象電気通信番号の数で算定したＮＴＴ東日本に係る

負担金額の累計額 

  － ＮＴＴ東日本の前年度の最終算定月の前月（平成19年11月予定）までの

算定電気通信番号数で算定した算定自己負担額の累計額 

  × 当該接続電気通信事業者等の前年度の最終算定月（平成 19 年 12 月予

定）の算定対象電気通信番号の数 

  ÷ 前年度の最終算定月（平成19年12月予定）の算定対象電気通信番号の

総数（自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業者の算定対象電気

通信番号の数を含む） 

前年度の認可に
係る負担金の額を
満たすために必
要な額 

・・○ｈ  
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※ 申請書から抜粋（解説部分は総務省において追加） 

東日本電信電話株式会社に係るもの 
各接続電気通信事業者等の負担金の額 

= ＋ ｛ Ce ＋ S ・ Ce / C － （ ） － －

－（Pen’・En’－Ze・En’/Mn’）}・Nn /Mn 

∑
−

=

1

1
][

n

t
Pet・Nt ∑

−

=

1

1

n

t
∑
=

Ft

i 1
][Pet・Nit ∑

−

=

1

1
][

n

t
Pet・Et

∑
=

−
'

1
][

Ft

i
/Mn'Ze・Nin'・Nin'Pen'

＋ Pen’・Nn’ －  Ze・Nn’/Mn’ 

 

 

 

 

 

Cは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額 

〔＝13,560,815,604円〕 

Ceは、東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝7,965,653,876円〕 

Sは、支援業務費の額〔＝66,937,895円〕 

nは、最終算定月〔＝平成２０年１２月予定。以下、この計算式において同じ〕 

t は、各月（平成２０年１月予定～最終算定月） 

Etは、t月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは、t月の負担事業者数 

Nitは、t月におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ftまでの整数値をとる） 

Ntは、t月の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Ntは、N1t，N2t，…，NFttのうちの対応する値） 

最終算定月前月

までに算定した

「全接続電気通信

事業者等の負担

額」の累計額 

平成 20 年 1 月～最終算定月

前月の月末までの番号数に

係る負担額 

最終算定月の番号数

に係る負担額 

ＮＴＴ東日本の補てん対象額

＋案分した支援業務費 

各接続電気通信事業

者等の最終算定月の

番号数の割合 

＋ 前年度残余額＋ 

「全接続電気通信事業者等

の前年度残余額」の総額 

ＮＴＴ東日本の「算定自己

負担額」における前年度

残余額に相当する額 

前年度の最終算
定月の番号単価
に同月の番号数
を乗じて得た額 

前年度の認可に
係る負担金の額
を満たすために
必要な額 

最終算定月前月

までに算定したＮ

ＴＴ東日本の「算

定自己負担額」の

累計額 
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Nnは、n月（最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nnは、N1n，N2n，…，NFtnのうちの対応する値） 

Mnは、n月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電気通

信番号の合計数に適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数を

加えたものをいう） 

Petは、t月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。また、原

則として平成２０年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する）〔平成

２０年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、3.52441362円／月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝平成１９年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

t’は、前年度の各月（平成１９年１月～前年度の最終算定月） 

Et’は、t’月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

En’は、n’月（前年度の最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信

番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nn’は、n’月（前年度の最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数（Nn’

は、N1n’，N2n’，…，NFtn’のうちの対応する値） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定

対象電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信

番号の数を加えたものをいう） 

Pet’は、t’月の番号単価〔平成１９年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号

単価は3.49551360円／月・番号、平成１９年７月～前年度の最終算定月の各月末の算定対象電気通信

番号に適用する番号単価は3.49551359円／月・番号〕 

Pen’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

 

Zeは、前年度の最終算定月において、東日本電信電話株式会社の補てん対象額と東日本電信電話株式

会社に係る支援業務費の額の合計額と同額になるために必要な額 

〔＝Ce’＋S’・Ce’/C’－ （∑ ）－∑  〕 

 

=

'

1
][

Ft

i
・Nit'Pet'

−

=

1'

1'
][

n

t
・Et'Pet'∑

−

=

1'

1'

n

t

C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額

〔＝15,177,941,715円〕 

Ce’は、前年度の東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝7,579,243,093円〕 

S’は、前年度の支援業務費の額〔＝123,536,000円〕 
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② ＮＴＴ西日本に係るもの 

接続電気通信事業者等の負担金の額＝(a)＋(b)＋(c) 

 

(a) 平成20年1月末～最終算定月の前月（平成20年11月予定）の月末の算定対象

電気通信番号の数で算定する負担金の額 

＝ ＮＴＴ西日本に係る番号単価（2.47558638円/月・番号） 

× 当該接続電気通信事業者等の各月末（平成20年1月末～最終算定月の前

月（平成20年11月予定）の月末）の算定対象電気通信番号の数の合計額 

   ※ 2.47558638 円は、平成20年 1月～6月の各月末の算定対象電気通信番号に適

用。平成 20 年 7 月以降適用する番号単価については、算定対象電気通信番号の

総数の増減の見込み等を勘案して見直しを行う予定。 

 

 

(b) 当該接続電気通信事業者等の最終算定月（平成 20 年 12 月予定）の月末の算定

対象電気通信番号の数で算定する負担金の額 

＝ {ⓐ － ⓑ － ○ｃ － ○ｄ － ○ｅ} × ○ｆ 

 

  5,595,161,728 ＋ 66,937,895 × 5,595,161,728 ÷ 13,560,815,604 

 

接続電気通信事業者等の最終算定月の前月（平成20 年11 月予定）までの算定

対象電気通信番号の数で算定したＮＴＴ西日本に係る負担金額の累計額 

 

ＮＴＴ西日本の最終算定月の前月（平成20 年11 月予定）までの算定電気通信番

号数で算定した算定自己負担額の累計額 

 

接続電気通信事業者等の前年度の最終算定月の番号単価に同月の算定対象

電気通信番号の数を乗じて得た額から前年度の認可に係る負担金の額を満た

すために必要な額を控除してもなお残る額の累計額 

 

ＮＴＴ西日本の前年度の最終算定月の番号単価に同月の算定対象電気通信番

号の数を乗じて得た額からＮＴＴ西日本の前年度の最終算定月の算定自己負担

額を控除してもなお残る額 

 

 

 

 

 

 

ＮＴＴ西日本の補
てん対象額＋案
分した支援業務費 

・・ⓐ 

・・ⓑ 最終算定月前月までに
算定した「全接続電気
通信事業者等の負担
額」の累計額 

・・○ｃ  

「全接続電気通信事
業者等の前年度残余
額」の総額 

・・○ｄ  

最終算定月前月までに
算定したＮＴＴ西日本の
「算定自己負担額」の累
計額 

・・○ｅ  

ＮＴＴ西日本の「算定
自己負担額」におけ
る前年度残余額に相
当する額 



 

 13

当該接続電気通信事業者等の最終算定月（平成20年12月予定）の算定対象電

気通信番号の数 

÷ 最終算定月（平成20年12月予定）の算定対象電気通信番号の総数（自ら

交付金の交付を受ける適格電気通信事業者の算定対象電気通信番号

の数を含む） 

各事業者の最終算
定月の番号数の割
合 ・・○ｆ  

 

 

(c) 当該接続電気通信事業者等の前年度残余額 ＝  ○ｇ － ○ｈ 

 

当該接続電気通信事業者等の前年度の最終算定月（平成19年12月予定）の番

号単価 

  × 当該接続電気通信事業者等の前年度の最終算定月（平成 19 年 12 月予

定）の算定対象電気通信番号の数 

前年度の最終算
定月の番号単価
に同月の番号数を
乗じて得た額 

・・○ｇ  

 

 

 7,598,698,622 ＋ 123,536,000 × 7,598,698,622 ÷ 15,177,941,715 

  － 接続電気通信事業者等の前年度の最終算定月の前月（平成 19 年 11 月

予定）までの算定対象電気通信番号の数で算定したＮＴＴ西日本に係る

負担金額の累計額 

  － ＮＴＴ西日本の前年度の最終算定月の前月（平成19年11月予定）までの

算定電気通信番号数で算定した算定自己負担額の累計額 

  × 当該接続電気通信事業者等の前年度の最終算定月（平成 19 年 12 月予

定）の算定対象電気通信番号の数 

  ÷ 前年度の最終算定月（平成19年12月予定）の算定対象電気通信番号の

総数（自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業者の算定対象電気

通信番号の数を含む） 

前年度の認可に
係る負担金の額を
満たすために必
要な額 

・・○ｈ  
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※ 申請書から抜粋（解説部分は総務省において追加） 

西日本電信電話株式会社に係るもの 
各接続電気通信事業者等の負担金の額 

＝ ＋ ｛ Cw ＋ S ・ Cw /C － （ ） － －

－（Pwn’・Wn’－Zw・Wn’/Mn’）}・Nn/Mn 

[ ]∑
−

=

1

1

n

t
Pwt・Nt ∑

−

=

1

1

n

t
∑
=

Ft

i 1
][Pwt・Nit ∑

−

=

1

1
][

n

t
Pwt・Wt

∑
=

−
'

1
][

Ft

i
/Mn'Zw・Nin'・Nin'Pwn'

＋ Pwn’・Nn’ －  Zw・Nn’/Mn’ 

 

 

 

 

 

 

Cは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額 

〔＝13,560,815,604円〕 

Cwは、西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝5,595,161,728円〕 

Sは、支援業務費の額〔＝66,937,895円〕 

nは、最終算定月（＝平成２０年１２月予定。以下、この計算式において同じ。） 

tは、各月（平成２０年１月予定～最終算定月） 

Wtは、t月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは、t月の負担事業者数 

Nitは、t月におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ftまでの整数値をとる） 

Ntは、各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Ntは、N1t，N2t，…，NFttのうちの対応する値をとる） 

平成 20 年 1 月～最終算定月

前月の月末までの番号数に

係る負担額 

最終算定月の番号数

に係る負担額 

ＮＴＴ西日本の補てん対象額

＋案分した支援業務費 

＋ 前年度残余額＋ 

前年度の最終算
定月の番号単価
に同月の番号数
を乗じて得た額 

前年度の認可に
係る負担金の額
を満たすために
必要な額 

最終算定月前月

までに算定したＮ

ＴＴ西日本の「算

定自己負担額」の

累計額 

最終算定月前月

までに算定した

「全接続電気通信

事業者等の負担

額」の累計額 

ＮＴＴ西日本の「算定自己

負担額」における前年度

残余額に相当する額 

各接続電気通信事業

者等の最終算定月の

番号数の割合 

「全接続電気通信事業者等

の前年度残余額」の総額 
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Nnは、n月（最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nnは、N1n，N2n，…，NFtnのうちの対応する値） 

Mnは、n月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電気通

信番号の合計数に適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数を

加えたものをいう） 

Pwtは、t月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。また、原

則として平成２０年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する）〔平成

２０年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、2.47558638円／月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝平成１９年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

t’は、前年度の各月（平成１９年１月～前年度の最終算定月） 

Wt’は、t’月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wn’は、n’月（前年度の最終算定月）の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信

番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nn’は、n’月（前年度の最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数（Nn’

は、N1n’，N2n’，…，NFtn’のうちの対応する値） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定

対象電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信

番号の数を加えたものをいう） 

Pwt’は、t’月の番号単価〔平成１９年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号

単価は3.50448640円／月・番号、平成１９年７月～前年度の最終算定月の各月末の算定対象電気通信

番号に適用する番号単価は3.50448641円／月・番号〕 

Pwn’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Zwは、前年度の最終算定月において、西日本電信電話株式会社の補てん対象額と西日本電信電話株式

会社に係る支援業務費の額の合計額と同額になるために必要な額 

〔＝Cw’＋S’・Cw’/C’－ （∑ ）－∑  〕 
=

'

1
][

Ft

i
・Nit'Pwt'

−

=

1'

1'
][

n

t
・Et'Pwt'∑

−

=

1'

1'

n

t

 

C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額

〔＝15,177,941,715円〕 

Cw’は、前年度の西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝7,598,698,622円〕 

S’は、前年度の支援業務費の額〔＝123,536,000円〕 
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③ その他算出に係る留意点 

 

(ａ) 各接続電気通信事業者等（適格電気通信事業者であるものを除く。）の負担金の総額

（適格電気通信事業者ごとに算定した負担金の合計額をいう。）の当該接続電気通信事業

者等の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合には、当該負担金の総

額は当該算定対象収益の額に限度割合（３％）を乗じて得た額とする（整数未満の端数は

四捨五入）。                            【算定規則第５条第２項第１号】 

 

(ｂ) 各適格電気通信事業者における「負担金の額と当該適格電気通信事業者に係る算定

自己負担額の合計額（以下「負担金等の額」という。）の当該適格電気通信事業者の算定

対象収益の額に占める割合が限度割合（３％）を超える場合には、当該負担金等の額は

当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする（整数未満の端数は四捨五入）。 

                                    【算定規則第５条第２項第２号】 

 

(ｃ) 端数処理については、算定規則の規定に従って行い、それでもなお乗じて計算した場

合に整数未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。 

また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合は、

額が最大となっているもので調整する。 
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２ 徴収方法       

 

(1) 納付手段 

負担金の納付は、銀行振込により行う。 

負担金の振込手数料の負担は、負担金を納付する接続電気通信事業者等が負う。 

 

(2) 負担金の額の通知 

負担金の納付額等を相互に確認するため、負担金を納付すべき接続電気通信事業者

等に対し、基礎的電気通信役務支援機関は以下の事項を通知する。 

① 各接続電気通信事業者等の負担金の額 

② 負担金の納付期限   

③ 負担金を納付する口座名義・口座番号 

なお、各接続電気通信事業者等に対する負担金の額の通知については、算定規則第

27 条第２項に規定する「残余の額」及び前年度の最終算定月の翌月から最終算定月まで

の各月の算定対象電気通信番号に係る負担金の額をそれぞれ金額の確定する月以降毎

月行うこととする。 

   

(3) 負担金の納付期限 

毎月の負担金の額の通知の日の属する月の 25 日までとする。 

 

(4) 延滞金の納付 

納付期限までに負担金が納付されない場合は、納付期限の翌日から納付する日まで

の日数について、日１万分の４の割合を乗じた延滞金を納付する。 

 

(5) 支援機関の負担金の徴収に係る銀行口座のセキュリティ対策 

・ 預金額が全額保障される決済性預金口座とする。 

・ 振込先の限定、振込手続の認証及び口座管理を徹底する。 
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Ⅳ 交付金の額及び交付方法 

１ 交付金の額 

  (1) ＮＴＴ東日本に対する交付金の額 

＝ 7,965,653,876円（ＮＴＴ東日本の補てん対象額） 

－ ＮＴＴ東日本の算定自己負担額 

※ 申請書から抜粋（解説部分は総務省において追加）  

東日本電信電話株式会社に対する 
交付金の額 

＝  Ce － － {Ce ＋ S ・ Ce /C － （ ） － －

－（Pen’・En’－Ze・En’/Mn’） }・En /Mn  
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 －（Pen’・En’－Ze・En’/Mn’） 

 

 

 

 

Cは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額 

〔＝13,560,815,604円〕 

Ceは、東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝7,965,653,876円〕 

Sは、支援業務費の額〔＝66,937,895円〕 

nは、最終算定月〔＝平成２０年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

tは、各月（平成２０年１月予定～最終算定月） 

Etは、t月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

ＮＴＴ東日本の算定自己負担額 －

ＮＴＴ東日本の補てん

対象額＋案分した支

援業務費 

ＮＴＴ東日本の補てん対象額 

ＮＴＴ東日本の最終算定月の算定自己負担額 

最終算定月前

月までの算定

自己負担額 

最終算定月前月

までに算定した

「全接続電気通信

額」の累計額 

最終算定月前月

までに算定したＮ

ＴＴ東日本の「算

累計額 

事業者等の負担 定自己負担額」の

ＮＴＴ東日本の「算定自己負担額」における前年度残余額に相当する額 

ＮＴＴ東日本の
最終算定月の
番号数の割合 

「全接続電気通信事業 ＮＴＴ東日本の「算定自己負担
額」における前年度残余額に
相当する額

者等の前年度残余額」
の総額 
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Enは、n月（最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 Enは、n月（最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは、t月の負担事業者数 Ftは、t月の負担事業者数 

Nitは、t月におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 Nitは、t月におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ftまでの整数値をとる） （iは、1～Ftまでの整数値をとる） 

Mnは、n月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電気通

信番号の合計数に適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数を

加えたものをいう） 

Mnは、n月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電気通

信番号の合計数に適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数を

加えたものをいう） 

Petは、t月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。また、原

則として平成２０年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する）〔平成

２０年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、3.52441362円／月・番号〕 

Petは、t月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。また、原

則として平成２０年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する）〔平成

２０年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、3.52441362円／月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝平成１９年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 n’は、前年度の最終算定月〔＝平成１９年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

t’は、前年度の各月（平成１９年１月～前年度の最終算定月） t’は、前年度の各月（平成１９年１月～前年度の最終算定月） 

Et’は、t’月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 Et’は、t’月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

En’は、n’月（前年度の最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 En’は、n’月（前年度の最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 Nit’は、t’月におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） （iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信

番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信

番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定

対象電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信

番号の数を加えたものをいう） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定

対象電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信

番号の数を加えたものをいう） 

Pet’は、t’月の番号単価〔平成１９年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号

単価は3.49551360円／月・番号、平成１９年７月～前年度の最終算定月の各月末の算定対象電気通信

番号に適用する番号単価は3.49551359円／月・番号〕 

Pet’は、t’月の番号単価〔平成１９年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号

単価は3.49551360円／月・番号、平成１９年７月～前年度の最終算定月の各月末の算定対象電気通信

番号に適用する番号単価は3.49551359円／月・番号〕 

Pen’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 Pen’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Zeは、前年度の最終算定月において、東日本電信電話株式会社の補てん対象額と東日本電信電話株式

会社に係る支援業務費の額の合計額と同額になるために必要な額 

Zeは、前年度の最終算定月において、東日本電信電話株式会社の補てん対象額と東日本電信電話株式

会社に係る支援業務費の額の合計額と同額になるために必要な額 

〔＝Ce’＋S’・Ce’/C’－ （∑ ）－  〕 〔＝Ce’＋S’・Ce’/C’－ （∑ ）－  〕 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額

〔＝15,177,941,715円〕 

C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額

〔＝15,177,941,715円〕 

Ce’は、前年度の東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝7,579,243,093円〕 Ce’は、前年度の東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝7,579,243,093円〕 

S’は、前年度の支援業務費の額〔＝123,536,000円〕 S’は、前年度の支援業務費の額〔＝123,536,000円〕 
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(2) ＮＴＴ西日本に対する交付金の額 

＝ 5,595,161,728 円（ＮＴＴ西日本の補てん対象額） 

－ ＮＴＴ西日本の算定自己負担額 

※ 申請書から抜粋（解説部分は総務省において追加） 

西日本電信電話株式会社に対する 

交付金の額 

＝  Cw － － {Cw ＋ S ・ Cw /C － （ ）－ －

－（Pwn’・Wn’－Zw・Wn’/Mn’）}・Wn /Mn 
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Cは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額 

〔＝13,560,815,604円〕 

Cwは、西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝5,595,161,728円〕 

Sは、支援業務費の額〔＝66,937,895円〕 

nは、最終算定月〔＝平成２０年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

tは、各月（平成２０年１月予定～最終算定月） 

Wtは、t月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wnは、n月（最終算定月）の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは、t月の負担事業者数 

Nitは、t月におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

ＮＴＴ西日本の算定自己負担額 －

ＮＴＴ西日本の補てん

対象額＋案分した支

援業務費 

ＮＴＴ西日本の補てん対象額 

最終算定月前

月までの算定

自己負担額 

最終算定月前月

までに算定した

「全接続電気通信

事業者等の負担

額」の累計額 

最終算定月前月

までに算定したＮ

ＴＴ西日本の「算

定自己負担額」の

累計額 

ＮＴＴ西日本の「算定自己負担額」における前年度残余額に相当する額 

ＮＴＴ西日本の最終算定月の算定自己負担額

ＮＴＴ西日本の
最終算定月の
番号数の割合 

「全接続電気通信事業
者等の前年度残余額」
の総額 

ＮＴＴ西日本の「算定自己負担
額」における前年度残余額に
相当する額
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（iは、1～Ftまでの整数値をとる） 

Mnは、n月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電気通

信番号の合計数に適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数を

加えたものをいう） 

Pwtは、t月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。また、原

則として平成２０年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する）〔平成

２０年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、2.47558638円／月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝平成１９年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

t’は、前年度の各月（平成１９年１月～前年度の最終算定月） 

Wt’は、t’月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wn’は、n’月（前年度の最終算定月）の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月におけるi番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信

番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定

対象電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信

番号の数を加えたものをいう） 

Pwt’は、t’月の番号単価〔平成１９年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号

単価は3.50448640円／月・番号、平成１９年７月～前年度の最終算定月の各月末の算定対象電気通信

番号に適用する番号単価は3.50448641円／月・番号〕 

Pwn’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Zｗは、前年度の最終算定月において、西日本電信電話株式会社の補てん対象額と西日本電信電話株式

会社に係る支援業務費の額の合計額と同額になるために必要な額 

〔＝Cw’＋S’・Cw’/C’－ （∑ ）－  〕 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額

〔＝15,177,941,715円〕 

Cw’は、前年度の西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝7,598,698,622円〕 

S’は、前年度の支援業務費の額〔＝123,536,000円〕 
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(3) その他算出に係る留意点 

 

① 各接続電気通信事業者等の負担金の額（適格電気通信事業者ごとに算定した負担金

の合計額をいう。）又は各適格電気通信事業者の負担金の額に当該適格電気通信事業

者の算定自己負担額を加えた額が限度割合（３％）を超える場合の交付金の額は、算

定規則第５条第２項の規定による（整数未満の端数は、四捨五入）。 

 

② 端数処理については、算定規則の規定に従って行い、それでもなお乗じて計算した場

合に整数未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。 

    また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合は、

額が最大となっているもので調整する。 
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２ 交付方法 

(1) 交付手段 

交付金の交付は銀行振込により行う。  

  交付金の振込手数料の負担は、交付金を交付する支援機関が負う。 

 

(2) 交付金の額の通知 

  前年度の最終算定月の３箇月後から最終算定月の３箇月後（平成 21 年３月を予定）まで

の間、毎月、適格電気通信事業者に対して交付金の額の通知を行う。 

  なお、前年度の最終算定月の３箇月後に適格電気通信事業者に対して通知する交付金

の額は、算定規則第 27 条第２項に規定する「残余の額」に係るものとする。 

 

(3) 交付金の交付期限 

   毎月の交付金の額の通知の日の属する月の翌月までに交付金を交付する。 

※ 本件認可に係る交付金は平成 21 年４月までに交付終了予定 

 

(4) 各月の各適格電気通信事業者に対する交付金の額の計算方法 

① 前年度の最終算定月の３箇月後から最終算定月の２箇月後（平成21年２月を予定）ま

での間の交付金の額 

  各接続電気通信事業者等から納付を受けた各月の当該適格電気通信事業者に係る負担金の額の合

計額 

                   当該適格電気通信事業者の補てん対象額 

×    当該適格電気通信事業者の補てん対象額＋支援業務費を補てん対象額の割合で案分

した額 

 

② 最終算定月の３箇月後（平成 21 年３月を予定）の交付金 

（負担金を納付すべき全接続電気通信事業者等の当該適格電気通信事業者に係る負担金の総額   

－ 前年度の最終算定月の３箇月後から最終算定月の２箇月後までに支援機関が徴収した当該適格電

気通信事業者に係る負担金の総額） 

                   当該適格電気通信事業者の補てん対象額 

×    当該適格電気通信事業者の補てん対象額＋支援業務費を補てん対象額の割合で案分

した額 

 

※ 各接続電気通信事業者等の負担金の額（適格電気通信事業者ごとに算定した負担金の合計額をい

う。）又は各適格電気通信事業者の負担金の額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた

額が限度割合（３％）を超える場合は、以下の金額を控除して交付する。 

「①及び②の合計額」 － 「算定規則第５条第２項の規定により算定した額（整数未満の端数は、四捨五

入）」 

①及び②において、整数未満の端数があるときは四捨五入する。 
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また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合は、額が最大となっ

ているもので調整する。 

 

(5) 交付金の交付の特例 

交付金の交付期限までに、算定規則第 22 条第１項各号に規定する事由（会社更生法等

による更生計画認可の決定、民事再生法による再生計画認可の決定等）が生じた場合、

交付金を減額することができる。 

ただし、当該事由の発生した接続電気通信事業者等から負担金の額の全部又は一部

が納付された場合には、同条第２項の規定に基づき案分して算定した額を交付金として速

やかに適格電気通信事業者に交付する。 

 

(6) 支援機関の交付金の交付に係る銀行口座のセキュリティ対策 

支援機関の交付金の交付に係る銀行口座については、以下のセキュリティ対策を講じ

るものとする。 

① 決済性預金口座とし、預金額が全額保障されているものであること 

② 当該口座からの振込先を各適格電気通信事業者及び支援業務経費用の口座に限

定する。 

③ 振込手続きに係るシステム操作の認証強化（予め特定された者による認証操作を

要するものとする） 

④ 預金通帳を隔離し、現金引出しを困難とする。 

 

 

 



審 査 結 果 

 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成14年総務省令第64号。以

下「算定規則」という。）及び電気通信事業法関係審査基準（平成13年総務省訓令第75号。以下「審

査基準」という。）の規定に基づき、以下のとおり審査を行った結果、認可することが適当と認めら

れる。 

 

電気通信事業法（昭和59年法律第86号。以下「法」という。）第109条第１項の規定による交付

金の額及び交付方法の認可に係る審査 

審 査 事 項 結果 事  由 

１ 交付金の額が算定規則第５条の規定に

照らし、妥当なものであること。（審査基

準第24条(1)） 

適 
各適格電気通信事業者に対する交付金

の額は、計算式によって示されているが、

これは算定規則第５条の規定に従って、認

可後に確定する各月末の算定対象電気通

信番号の数を踏まえて算定することに起

因するためである。 

また、各適格電気通信事業者に対する交

付金の額は、各補てん対象額を考慮すると

平成18年度の基礎的電気通信役務収支の

赤字額を下回っていると言える。 

以上を踏まえて、各適格電気通信事業者

に対する交付金の額は、算定規則第５条の

規定に照らし、妥当なものであると認めら

れる。 

２ 交付金を適格電気通信事業者に交付す

る時期及び交付手段が適正かつ明確に定

められていること。（審査基準第24条

(2)） 

適 
 交付金を交付するに当たって、申請者

は、前年度の最終算定月の３箇月後から最

終算定月の３箇月後までの間、毎月徴収し

た負担金の額を踏まえて毎月の交付金額

を算定し、各適格電気通信事業者に対し

て、当該交付金額及び交付時期を通知する

こととしている。 

 交付金を各適格電気通信事業者に交付

する時期については、申請上、当該通知の

日の属する月の翌月までとし、各適格電気

通信事業者に対する交付金の交付手段に

ついては、銀行振込によることとしてい

る。 

以上を踏まえて、交付金を適格電気通信

事業者に交付する時期及び交付手段が適

正かつ明確に定められていると認められ

る。 

３ 前各号に掲げるもののほか、基礎的電

気通信役務の適切、公平かつ安定的な提

供を阻害するものではないこと。（審査

基準第24条(3)） 

適 
本件申請において、基礎的電気通信役務

の適切、公平かつ安定的な提供を阻害する

ものはないと認められる。 
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法第110条第２項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可に係る審査 

審 査 事 項 結果 事  由 

１ 負担金の額が算定規則第 27 条の規定

に照らし、妥当なものであること。（審査

基準第25条(1)） 

適 
負担金を納付すべき各接続電気通信事

業者等の負担金の額は、適格電気通信事業

者ごとに計算式によって示されているが、

これは算定規則第27条の規定に従って、

認可後に確定する各月末の算定対象電気

通信番号の数を踏まえて算定したもので

あり、当該規定に照らし、妥当なものであ

ると認められる。 

２ 負担金を接続電気通信事業者等が納付

する時期及び納付手段が適正かつ明確に

定められていること。（審査基準第25

条(2)） 

適 
負担金を納付すべき接続電気通信事業

者等の負担金の額は、平成20年１月から

最終算定月（平成20年12月予定）までの

各月末の算定対象電気通信番号の数を前

提としている。 

そのため、申請者は、電気通信事業報告

規則（昭和63年郵政省令第46号）第９条

に基づく各月末の電気通信番号数の報告

期限（翌々月の末日）を踏まえて、負担金

を納付すべき接続電気通信事業者等に対

して、算定規則第27条第２項に規定する

「残余の額」及び前年度の最終算定月の翌

月から最終算定月までの各月の算定対象

電気通信番号に係る負担金の額をそれぞ

れ金額の確定する月以降毎月通知するこ

ととし、当該負担金の納付期限を毎月の負

担金額の通知の日の属する月の25日まで

と申請書に記載している。 

 また、負担金の納付手段については、申

請書上、銀行振込により行うこととし、負

担金を納付すべき接続電気通信事業者等

に対して、負担金を納付する口座名義・口

座番号を通知することとしている。 

なお、負担金の納付に係る銀行口座につ

いては、決済性預金口座とし、振込先の限

定及び振込手続きに係るシステム操作の

認証強化等の措置を講じる旨申請書に記

載している。 

以上を踏まえて、負担金を接続電気通信

事業者等が納付する時期及び納付手段が

適正かつ明確に定められていると認めら

れる。 

３ 前各号に掲げるもののほか、基礎的電

気通信役務の適切、公平かつ安定的な提

供を阻害するものではないこと。（審査

基準第25条(3)） 

適 
本件申請において、基礎的電気通信役務

の適切、公平かつ安定的な提供を阻害する

ものはないと認められる。 
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参考資料

平成１９年１０月１６日



１．平成１８年度のＮＴＴ東日本・西日本のユニバーサルサービス収支表（基礎的電気通信役務収支表）について

加入電話

基本料

緊急通報

第一種公衆電話

市内通信

離島特例通信

緊急通報

合計

営業収益

480,250

480,250

1,537

2

1,540

481,790

524,650

524,206

3,804

7

3,813

528,464

営業費用

444

1

営業損益

▲44,399

▲444

▲43,955

▲2,266

▲4

▲1

▲2,273

▲46,673

○平成１８年度ユニバーサルサービス収支表（単位：百万円）

ユニバーサルサービス制度によりこの赤字の一部を補てん

・平成１８年度におけるＮＴＴ東日本・西日本のユニバーサルサービス収支の状況は、ＮＴＴ東日本で▲４６７億円、

ＮＴＴ西日本で▲３８２億円の赤字（東西計で▲８４９億円）となっている。

・ユニバーサルサービス制度の補てんは、この赤字の一部を対象とする。

営業収益

485,553

485,553

819

3

823

486,376

522,077

521,403

2,525

9

2,537

524,614

営業費用

674

2

営業損益

▲36,524

▲674

▲35,850

▲1,705

▲6

▲2

▲1,713

▲38,238

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本

27

（参考）前年度

増減

523,335 552,760 ▲29,424

▲41,544 ▲24,296 ▲17,248

524,435 546,834 ▲22,398

▲38,059 ▲22,219 ▲15,840



（参考）ユニバーサルサービス制度の補てん対象額の算定方法の見直し【ベンチマーク方式の修正】

加入電話の補てん額の算定方式について、高コスト地域（加入電話の補てん額の算定方式について、高コスト地域（4.94.9％）の費用のうち、「全国平均費用」をベンチマークと％）の費用のうち、「全国平均費用」をベンチマークと
し、これを超える部分を補てん対象額として算定する方式から、し、これを超える部分を補てん対象額として算定する方式から、

「全国平均費用＋標準偏差の２倍」を「全国平均費用＋標準偏差の２倍」をベンチマークとし、これを超える部分を補てん対象額として算定ベンチマークとし、これを超える部分を補てん対象額として算定
する方式に移行。する方式に移行。

平成18年度交付金認可ベース

全国平均費用

１
回
線
当
た
り
コ
ス
ト

加入者回線数

全国平均費用

＋標準偏差の２倍

全国平均費用

１
回
線
当
た
り
コ
ス
ト

加入者回線数 4.9％4.9％
28



２．ユニバーサルサービスに係る原価・収益に基づく補てん対象額の算定について

・ＬＲＩＣモデルに従って算定されたユニバーサルサービスに係る原価・収益に基づき、補てん対象額を算定。

ＮＴＴ東日本 4,789 3,638 ▲408

原価（報酬を含む）
収益

管理部門 利用部門 計

1,557 5,195

赤字

4,837 3,815 ▲5791,601 5,416

①加入電話・基本料

加入電話回線数

（万回線）

（提供エリア全体の収益・原価〔億円〕）

2,225

2,288ＮＴＴ西日本

（参考）

ＮＴＴ東西の実際費用

（補てん対象の高コストエリアの原価〔百万円〕）

5,711（報酬 469を含む）

5,610（報酬 396を含む）

（参考）

「全国平均費用＋標準偏差の２倍」(基準単価)をベンチマークとし、これを超える部分を補てん対象額とする。＜ベンチマーク方式＞

＜補てん対象額の算定方法＞

4,513 11,321（報酬 865を含む）合 計 9,626 7,453 ▲9853,158 10,611

１
回
線
当
り
コ
ス
ト
水
準

（加入数分布）
高コスト
地域

低コスト
地域 補てん対象地域

基金の補填対象

全国平均コスト
＋２σ超部分

全国平均費用（1,960円）

収容局別費用

全国平均コスト＋２σ
（基準単価）
（2,795円）

（参考）加入電話基本料の補てん対象額算定の仕組み

10,404 7,681 ▲8093,532 11,213（参考）前年度

増 減 ▲777 ▲228 ＋176▲373 ▲601

ＮＴＴ東日本 37,017

（算定対象原価）

ＮＴＴ西日本

①補てん対象地域

の原価

（基準原価）

②対象回線数に

基準単価を乗じた額

④基準原価を

上回る額

（=①-②+③）
加入電話回線数

（万回線）

（参考）

34,692 5,770

補てん対象額

38,571 39,482 3,473

75,587 74,174 9,243合 計

29

③基準単価を

下回る額

3,445

4,385

7,830

4,862 11,601（報酬 694を含む）

▲349 ▲280（報酬 172を含む）

103.4

117.7

<2.3％>

<2.6％>

221.1
<4.9％>

高コストから順に

4.9％を抽出



（加入回線数分布）

１
回
線
当
り
コ
ス
ト
水
準

高コスト地域

全国平均コスト＋２σ

（参考）基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第５条第１項第１号における
補てん対象額見直し後の算定方法のイメージ

補てん対象
基準原価算定対象原価

※

※ 第５条第１項第１号改正案（読替後）

算定対象原価が基準原価を上回る額（各算定対象加入者回線の加入者回線単価のう
ち、基準単価を下回る額がある場合には、当該下回る額をそれぞれ合算するものとする。）

30

① ②

③



ＮＴＴ東日本 453 ▲456

収益
管理部門 利用部門 計

3 456

赤字

388 ▲3890 389

加入電話回線数

（万回線）

（提供エリア全体の収益・原価〔百万円〕）

2,225

2,288ＮＴＴ西日本

（参考）

ＮＴＴ東西の実際費用

561（報酬 117を含む）

806（報酬 132を含む）

（参考）原価（報酬を含む）

31

842 ▲8453 845合 計 4,513 1,368（報酬 249を含む）

（参考）前年度

増 減 ▲146 ▲146▲0 ▲146

（補てん対象の高コスト4.9％エリアの原価〔百万円〕）

補てん対象額

ＮＴＴ東日本 45

28ＮＴＴ西日本

補てん対象地域

に相当する原価
加入電話回線数

（万回線）

103.4

117.7

（参考）

<2.3％>

<2.6％>

73合 計
221.1
<4.9％>

988 ▲9903 990 4,862

▲349

基本料の高コスト上位4.9％（東西計）の加入者回線数に対応した原価

＜補てん対象額の算定方法＞②加入電話・緊急通報

83 238.2（参考）前年度

増 減 ▲10 ▲17.1

1,717（報酬 129を含む）

▲350（報酬 120を含む）



「原価－収益」の収支差額

＜補てん対象額の算定方法＞

「原価－収益」の収支差額

＜補てん対象額の算定方法＞③第一種公衆電話(市内通信)

（提供エリア全体の収益・原価〔百万円〕）

④第一種公衆電話(離島特例通信)

（提供エリア全体の収益・原価〔百万円〕）

補てん対象額

ＮＴＴ東日本 1,536 3,514 2,147

収益
管理部門 利用部門 計

169 3,683

原価－収益

（＝赤字額）

819 2,810 2,08594 2,904

第一種公衆電話
台数（台）

57,983

50,672ＮＴＴ西日本

（参考）

ＮＴＴ東西の実際費用

4,014（報酬 209を含む）

2,641（報酬 116を含む）

（参考）原価（報酬を含む）

32

合 計 2,355 6,323 4,232264 6,587 108,655 6,655（報酬 325を含む）

（参考）前年度

増 減

2,788 5,477 3,073383 5,860

▲432 ＋846 ＋1,159▲119 ＋727

7,656（報酬 285を含む）

▲1,001（報酬 41を含む）

8 15 81 16 23（報酬 0.9を含む）

補てん対象額

ＮＴＴ東日本 3 5 3

収益
管理部門 利用部門 計

0 5

原価－収益

（＝赤字額）

4 11 80 11

第一種公衆電話
台数（台）

11,886

2,620ＮＴＴ西日本

（参考）

ＮＴＴ東西の実際費用

8（報酬 0.5を含む）

10（報酬 0.5を含む）

（参考）原価（報酬を含む）

合 計 6 16 101 16 14,506 18（報酬 0.9を含む）

（参考）前年度

増 減 ▲2 ＋1 ＋2▲0 ＋0 ▲5（報酬 0.0を含む）

8



「原価－収益」の収支差額

＜補てん対象額の算定方法＞⑤第一種公衆電話・緊急通報

（提供エリア全体の収益・原価〔百万円〕）

8

補てん対象額

ＮＴＴ東日本 1 1

収益
管理部門 利用部門 計

0 1

原価－収益

（＝赤字額）

1 10 1

第一種公衆電話
台数（台）

57,983

50,672ＮＴＴ西日本

（参考）

ＮＴＴ東西の実際費用

（参考）原価（報酬を含む）

合 計 2 20 2 108,655

（参考）前年度

増 減 ▲0 ▲0＋0 ▲0

2 20 2

2（報酬 0.4を含む）

33

▲0（報酬 0.3を含む）

3（報酬 0.3を含む）

5（報酬 0.7を含む）

5（報酬 0.3を含む）



○補てん額

（合算）番号単価 ＝

６円／月・番号

・補てん対象額に支援業務費を加算した額を、電気通信番号の利用数で除して、更にそれを負担金の徴収予

定月数（１２箇月）で除すことにより、各事業者が負担する（合算）番号単価を算定。

うち、東日本分：3.52441362円

西日本分：2.47558638円

○番号単価

○支援業務費（Ｈ１９予算額） 67百万円

固定電話、携帯電話、PHS、IP電話等の電話番号利用総数〔H19年6月末〕
(1億8,321万番号）

補てん対象額（13,561百万円）＋支援業務費（67百万円）

３．補てん対象額と番号単価

（合算）番号単価

÷１２月 ＝ 6.1986873536円／月・番号

34

（注）・東西合算の番号単価は整数未満を四捨五入

・東西別の番号単価は、合算単価を東西の

補てん対象額の割合で案分

ＮＴＴ東日本

ＮＴＴ西日本

合 計

5,770百万円

3,473百万円

9,243百万円

第一種公衆電話加入電話

基本料 緊急通報 市内通信

45百万円

28百万円

73百万円

2,147百万円

2,085百万円

4,232百万円

離島特例通信

3百万円

8百万円

10百万円

緊急通報

1百万円

1百万円

2百万円

7,966百万円

5,595百万円

13,561百万円

（Ｈ１８予算額：124百万円）

東西計

（参考）前年度

増 減

12,011百万円 3,073百万円 8百万円 2百万円 15,178百万円83百万円

▲2,768百万円 ＋1,159百万円 ＋2百万円 ▲0百万円 ▲1,617百万円▲10百万円

＜前年度＞
７円／月・番号
ＮＴＴ東日本分：3.49551360円
ＮＴＴ西日本分：3.50448640円



実施の流れ

接続電気

通信事業者

等

支援機関

20年1月 2月 3月

４．毎月の負担金納付・交付金交付の流れ

4月 5月 ･･･ 12月 21年1月 2月 3月

・接続電気通信事業者等は、各月末の電話番号利用数に基づき通知された負担金を、３箇月後の２５日までに納付する。

・支援機関は、納付された負担金に基づき、納付があった月の末日までに適格電気通信事業者（ＮＴＴ東西）に交付金額を通

知し、その翌月までに交付金を交付する。

毎月末の電話番号

の利用

番号利用数の報告
(2箇月後の月末まで)

負担金額の通知
（3箇月後の初旬）

負担金の納付
(3箇月後の25日まで)

交付金額の通知
(3箇月後の末日まで)

交付金の交付
（4箇月後まで）

4月

（略）

（最終算定月）
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（番号単価の適用期間）

（交付金の交付期間）

（注）税金計算上、負担金の損金計上・交付金の益金計上はそれぞれ通知のある平成20年3月～平成21年3月とされている。

最終算定月は、
認可に係る負
担金の額を満
たすために必
要な額とする

（総務大臣）

19年12月

（負担金の納付期間）

（前年度

残余額）

前年度残余額は、前年度の最終算定
月（平成19年12月予定）の番号単価
に同月の電話番号利用数を乗じて得
た額から前年度の認可に係る負担金
の額を満たすために必要な額を控除
しても残る額とする

適格電気

通信事業者

(ＮＴＴ東西)



（イ）

ＮＴＴ東日本

毎月末の電話番号

利用数に基づき負

担金を毎月算定 交付金(*)

Ｈ19年

補てん対象額：７，９６６百万円

(*)支援業務費を除いて交付

自己負担額 負担金

ＮＴＴ東日本に

係る番号単価

（3.52441362円/月・番号）

Ｈ20年1月末～11月末

の各事業者の電話番号

利用数

×

①１月～１１月の負担金の額

＝

予め
相殺

②最終算定月の負担金の額
＝｛ＮＴＴ東日本の補てん対象額

＋ 案分した支援業務費

－（Ｈ20年11月までの ＋ ）

－（(ア)＋(イ)） ｝ 部分

× 各事業者の最終算定月の電話番号利用数

÷ 全事業者の最終算定月の電話番号利用数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
最終算定月
（予定）

Ｈ20年
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ＮＴＴ

西日本

の負担

分

ＮＴＴ東西以外

の事業者の負担分

ＮＴＴ

東日本の

算定自己

負担額

自己負担額 負担金

1月

11月

12月

（イ） （ア）前年度残余額

前
年
度
の
番
号
単
価
を
適
用

～
前年度の

ＮＴＴ東西以外

の事業者の負担分

前年度の
ＮＴＴ
西日本の
負担分

前年度の
ＮＴＴ
東日本の
算定自己
負担額

５－１．補てん対象額を賄うために必要な「負担額」の徴収について【ＮＴＴ東日本分】

・各電気通信事業者（補てんを受けるＮＴＴ東西自らを含む）は、毎月、「番号単価×電話番号利用数」等により算定される負担金を納付。

・前年度の全負担事業者における最終算定月の番号単価に同月の電話番号利用数を乗じて得た額から前年度の認可に係る負担金の額を満たす

ために必要な額を控除しても残る額（前年度残余額（＝（ア）））は、当年度の負担金の額に充当。

・最終算定月については、補てん対象額に案分した支援業務費を加えた額から前月までの負担額と算定自己負担額及び前年度残余額とＮＴＴ

東日本の算定自己負担額における前年度残余額に相当する額（＝（イ））を減じた残余の額を各電気通信事業者の電話番号利用数で案分

して算出。

（ア）前年度残余額

③前年度残余額
＝ （ア）

× 各事業者の最終算定月の電話番号利用数
÷ 全事業者の最終算定月の電話番号利用数

最終算定月
（予定）



（エ）

ＮＴＴ西日本

毎月末の電話番号

利用数に基づき負

担金を毎月算定 交付金(*)

Ｈ19年

補てん対象額：５，５９５百万円

(*)支援業務費を除いて交付

自己負担額 負担金

ＮＴＴ西日本に

係る番号単価

（3.52441362円/月・番号）

Ｈ20年1月末～11月末

の各事業者の電話番号

利用数

×

①１月～１１月の負担金の額

＝

予め
相殺

②最終算定月の負担金の額
＝｛ＮＴＴ西日本の補てん対象額

＋ 案分した支援業務費

－（Ｈ20年11月までの ＋ ）

－（(ウ)＋(エ)） ｝ 部分

× 各事業者の最終算定月の電話番号利用数

÷ 全事業者の最終算定月の電話番号利用数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

Ｈ20年
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ＮＴＴ

東日本

の負担

分

ＮＴＴ東西以外

の事業者の負担分

ＮＴＴ

西日本の

算定自己

負担額

自己負担額 負担金

1月

11月

12月

（エ） （ウ）前年度残余額

前
年
度
の
番
号
単
価
を
適
用

～
前年度の

ＮＴＴ東西以外

の事業者の負担分

前年度の
ＮＴＴ
東日本の
負担分

前年度の
ＮＴＴ
西日本の
算定自己
負担額

（ウ）前年度残余額

③前年度残余額
＝ （ウ）

× 各事業者の最終算定月の電話番号利用数
÷ 全事業者の最終算定月の電話番号利用数

５－２．補てん対象額を賄うために必要な「負担額」の徴収について【ＮＴＴ西日本分】

・各電気通信事業者（補てんを受けるＮＴＴ東西自らを含む）は、毎月、「番号単価×電話番号利用数」等により算定される負担金を納付。

・前年度の全負担事業者における最終算定月の番号単価に同月の電話番号利用数を乗じて得た額から前年度の認可に係る負担金の額を満たす

ために必要な額を控除しても残る額（前年度残余額（＝（ウ）））は、当年度の負担金の額に充当。

・最終算定月については、補てん対象額に案分した支援業務費を加えた額から前月までの負担額と算定自己負担額及び前年度残余額とＮＴＴ

西日本の算定自己負担額における前年度残余額に相当する額（＝（エ））を減じた残余の額を各電気通信事業者の電話番号利用数で案分

して算出。

最終算定月
（予定）

最終算定月
（予定）



（イ）

ＮＴＴ東日本
補てん対象額：７，９６６百万円

６－１．交付金の額の算定について【ＮＴＴ東日本分】

毎月末の電話番号

利用数に基づき負

担金を毎月算定 交付金(*)

・適格電気通信事業者であるＮＴＴ東西へは、補てん対象額からＮＴＴ東西の算定自己負担額を控除した額を交付金として交付。

・すなわち、ＮＴＴ東日本の交付金の額 ＝ ＮＴＴ東日本の補てん対象額（7,966百万円） － ＮＴＴ東日本の算定自己負担額

(*)支援業務費を除いて交付

自己負担額 負担金

予め
相殺

ＮＴＴ東日本に

係る番号単価

（3.52441362円/番号･月）

Ｈ20年1月末～11月末の

NTT東日本の電話番号

利用数

×

①１月～１１月の算定自己負担額

＝

②最終算定月の算定自己負担額

＝｛NTT東日本の補てん対象額

＋ 案分した支援業務費

－（最終算定月前月までに算定した「全事業者の

負担額＋算定自己負担額」の累計）

－（（ア）＋（イ））｝ 部分

× NTT東日本の最終算定月の電話番号利用数

÷ 全事業者の最終算定月の電話番号利用数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
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ＮＴＴ

西日本

の負担

分

ＮＴＴ東西以外

の事業者の負担分

ＮＴＴ

東日本の

算定自己

負担額

Ｈ20年

Ｈ19年

自己負担額 負担金

1月

11月

12月

（イ） （ア）前年度残余額

前
年
度
の
番
号
単
価
を
適
用

～
前年度の

ＮＴＴ東西以外

の事業者の負担分

前年度の
ＮＴＴ
西日本の
負担分

前年度の
ＮＴＴ
東日本の
算定自己
負担額

（ア）前年度残余額

③前年度残余額
＝ （ア）

× 各事業者の最終算定月の電話番号利用数
÷ 全事業者の最終算定月の電話番号利用数

最終算定月
（予定）

最終算定月
（予定）



（エ）

ＮＴＴ西日本
補てん対象額：５，５９５百万円

６－２．交付金の額の算定について【ＮＴＴ西日本分】

毎月末の電話番号

利用数に基づき負

担金を毎月算定 交付金(*)

・適格電気通信事業者であるＮＴＴ東西へは、補てん対象額からＮＴＴ東西の算定自己負担額を控除した額を交付金として交付。

・すなわち、ＮＴＴ西日本の交付金の額 ＝ ＮＴＴ西日本の補てん対象額（5,595百万円） － ＮＴＴ西日本の算定自己負担額

(*)支援業務費を除いて交付

自己負担額 負担金

予め
相殺

ＮＴＴ西日本に

係る番号単価

（3.52441362円/番号･月）

Ｈ20年1月末～11月末の

NTT西日本の電話番号

利用数

×

①１月～１１月の算定自己負担額

＝

②最終算定月の算定自己負担額

＝｛NTT西日本の補てん対象額

＋ 案分した支援業務費

－（最終算定月前月までに算定した「全事業者の

負担額＋算定自己負担額」の累計）

－（（ウ）＋（エ））｝ 部分

× NTT西日本の最終算定月の電話番号利用数

÷ 全事業者の最終算定月の電話番号利用数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
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ＮＴＴ

東日本

の負担

分

ＮＴＴ東西以外

の事業者の負担分

ＮＴＴ

西日本の

算定自己

負担額

Ｈ20年

Ｈ19年

自己負担額 負担金

1月

11月

12月

（エ） （ウ）前年度残余額

前
年
度
の
番
号
単
価
を
適
用

～
前年度の

ＮＴＴ東西以外

の事業者の負担分

前年度の
ＮＴＴ
東日本の
負担分

前年度の
ＮＴＴ
西日本の
算定自己
負担額

（ウ）前年度残余額

③前年度残余額
＝ （ウ）

× 各事業者の最終算定月の電話番号利用数
÷ 全事業者の最終算定月の電話番号利用数

最終算定月
（予定）

最終算定月
（予定）



（参考）平成１９年度支援業務費の詳細（主な費用の昨年度との比較）

区分 平成１９年度 平成１８年度 増減の説明

人件費 ２５,４０１千円 １９,１３５千円 前年度比 ６,２６６千円増（１名増に伴う給与、厚生費等の増）

物件費等 １２,３９０千円 ７,１７３千円 前年度比 ５,２１７千円増(支払利子等1,990千円、諸謝金3,227千円）

周知費用

諸謝金 ３,７４２千円 ５１５千円 前年度比 ３,２２７千円増

・企業倒産、未納対策顧問弁護士 年額1,200千円

・監査関係費用等 2,342千円

・諮問委員会委員謝金 200千円
（前年度と変更なし）

３６,７１０千円 ９７,２２８千円 前年度比 ６０,５１８千円減

・新聞広告 20,000千円(▲ 49,208千円）
（Ｈ１８年度実施の９月、１１月の２回を、１回に減。）

・パンフレット作成費（H18年度と同額） 1,020千円
（２万部、各種団体、事業者等配布）

・音声等自動応答システム 2,000千円
-問合せに対する24時間自動応答システム

・ホームページ作成、更新 1,500千円

・コールセンター 12,190千円(▲14,810千円)
-受付体制を縮小。

１２３，５３６千円７４，５０１千円支援業務費総額
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